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第１章  保健事業実施計画（データヘルス計画）の基本事項 

1. 計画の趣旨 

⑴ 保健事業実施計画の背景 

平成 25 年６月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それ

に基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるととも

に、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。  

平成 26 年３月、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）（以下「国指針」という。）の一部

を改正する等により、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事

業の実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施・評価・改善等を行うものとしました。その後、平成 30 年４月から

都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、また、令和２年７月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

2020（骨太方針 2020）」において、保険者のデータヘルスの計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令和３年 12 月に経済財政諮

問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を検

討するとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なＫＰＩ（重要業績評価指

標）の設定を推進する。」と示されました。  

このように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効率的な保健事業の実施に向けて、標準化の取組の推

進や評価指標の設定の推進が進められています。 

 

⑵ 市町村国保及び国民健康保険組合の保健事業の目的 

市町村国保及び国民健康保険組合（以下「国保組合」といい、以下、両者を併せて「保険者」という。）においては、幅広い年代の

被保険者が存在するため、これらの年代の身体的な状況等に応じた健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施すること

により、健康の保持増進、生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上が図られ、結果として、医療費の適正化に資すると考えます。 

 

 

⑶ 計画の位置づけ 

 第３期保健事業の実施計画（データヘルス計画)とは、国民の健康寿命の延伸を図るための被保険者の健康の保持増進に資するこ

とを目的として、保険者等が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図り、特定健診・特定保健指導等の結果、レセプトデータ等の

健康・医療情報を活用して、PDCA サイクルに沿って運用するものであります。(図表１・２・３)本計画は、健康増進法に基づく「基本的

な方針」を踏まえるとともに、健康日本２１(第三次)・第 4 次ヘルスプランぎふ・岐阜県医療費適正化計画、全建岐阜県本部や労働

保険組合との共同による健康経営等、それぞれの計画との整合性を図るものとします。なお、第 4 期特定健診等実施計画は、保健

事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的案実践方法を定めるものでもあることから、データヘルス計画と一体的に策

定します。 

 

2.  計画期間 

この計画は 6年を一期として定めることとされており、令和 6年度から 11年度まで 令和 8年度に中間評価を実施予定としま

す。 
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【 図表 1 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的な健診・保健指導プログラム「令和 6 年版」より抜粋 
 

【 図表２ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的な健診・保健指導プログラム「令和 6 年版」より抜粋 
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【 図表３ 】 

 

 

 

標準的な健診・保健指導プログラム「令和 6 年版」より抜粋 
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3．  実施体制・関係者連携 

 保健事業の積極的な推進を図るために、住民の健康の保持増進に関係する機関に協力を求め、国保組合一体となって、計

画の策定等を進めます。特に計画策定や保健事業の実施、評価等に当たっては、市町村健康増進計画や医療をはじめとする

地域の社会資源の状況等を踏まえて対応する必要があるので、外部保健衛生関連機関等との連携をしていきます。 

岐阜県建設国民健康保険組合は、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るために、国保組合

が中心となって、関係部局や関係機関の協力を得て、保険者の健康課題を分析し、計画を策定します。計画に基づき、効果

的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、計画の見直しや次期計画に反映させます。保

険者の健康課題の分析や計画の策定、保健事業の実施、評価等は、保健衛生部局等の関係部局や都道府県、保健所、

国保連等の関係機関の協力を得て、国保部局が主体となって行います。具体的にはア．健康課題の分析、計画の策定、保健

事業の実施及び評価、イ．保険者内の連携体制の確保、ウ．国保部局の体制の確保、エ．関係機関との連携などの役割をは

たしていきます。県衛生部門、保健事業支援評価委員、国保連合会と調整しながら保健事業の実施の支援を行います。 

 

 

 

 

 

図：厚生労働省  データヘルス計画の手引きより抜粋 

                                

 

 

 

4．  保険者努力支援制度 

 医療費適正化や健康づくりに取り組む保険者へのインセンティブ制度として、国保組合でも保険者努力支援制度が平成 28

年度から創設され、国保組合に対しても特別調整交付金の一部を活用して実施されています。 国は、保険者努力支援制度

の評価指標について、毎年の実績や実施状況をみながら進化発展させるとしており、糖尿病等の重症化予防、後発医薬品の

取り組みと使用割合、保険料収納率や適正かつ健全な事業運営の実施状況を高く評価しています。 
 

【 図表 5 】保険者努力支援制度：   岐阜県建設国民健康保険組合の得点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度（暫定） 

配点 得点 配点 得点 配点 得点 

共
通
指
標 

1 
特定健康診査・特定保健指導の受診率、 

メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率 
180 130 180 130 125 105 

2 がん検診受診率及び歯周疾患(病)検診実施状況 75 45 80 55 80 50 

3 重症化予防の取組の実施状況 105 105 115 115 115 115 

4 
被保険者へのインセンティブの提供及び 

被保険者への分かりやすい情報提供の実施 
85 85 80 80 85 75 

5 重複服薬者に対する取組 70 65 70 70 130 130 

6 
後発医薬品の使用促進の取組及び 

後発医薬品の使用割合 
135 135 135 85 145 145 

固
有
指
標 

1 データヘルス計画の実施状況 100 100 100 100 85 85 

2 医療費通知の取組の実施状況 25 25 20 20 10 10 

3 第三者求償の取組の実施状況 35 35 35 35 25 25 

4 予防接種の実施状況 15 15 15 15 15 15 

5 健康・体力づくり事業に係る実施状況 70 70 70 70 70 70 

6 適正かつ健全な事業運営の実施状況 30 25 30 20 25 25 

合計 925 835 930 795 910 850 

岐阜県建設国民健康保険組合 

岐阜県医師会 岐阜県 

岐阜県国民健康保険組合

連合会 

 

情報共有 情報共有 

情報共有 
情報共有 

相談・支援 

【 図表 4 】 
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第 2章  国保組合の特性と健康・医療情報等の分析 

 

1.   岐阜県建設国民健康保険組合の特性 

 

⑴   被保険者構成              

県内限定の職域国民健康保険組合のため、比較的 40 歳以下の若い世代が約半数弱を占める。県平均よりは若い世代が

多く存在するため、平均年齢も低下する傾向である。 

                                                         Ｒ4 年度  単位：（％） 

 全体（人） ～39 歳 40～64歳 65～74歳 75 歳～ 

被保険者数 13,659 49.0 39.3 11.6  

岐阜県人口 1,939,486 36.2 33.2 4.8 15.9 

被保険者平均年齢： 37.6歳 

 

   

   【被保険者数の推移】         単位（人） 

Ｒ4 13,659  

Ｒ3 14,292  

Ｒ2 14,392  

Ｒ1 14,322  

Ｈ30 14,166  

 

【 被保険者構成割合人口ピラミッド  Ｒ４年度 】 

 

国保データシステム（ＫＤＢ） 被保険者の状況より抜粋 建設国保組合は｛保険者｝青、赤棒で表示 

⑵   死亡の状況 

 R4年度の死亡者数： 24人 

死亡原因順位  １位； がん 16人   2位； 循環器疾患 6人   3位； その他 不慮の事故 

※②の循環器疾患の死亡者数は 6人中 3人が 50歳代だった。 

 



8 

2.   健康・医療情報等の分析結果 

 

⑴   医療費の状況 

医療費の総額はＨ30年度比較すると、多少の増減はみられるものの、Ｒ4年度では最大となりおよそ 6％の増加となっている。

1人当たり平均医療費はＲ4年度では 199,274円となり、被保険者数の減少も起因した。 
 

【 医科（入院・外来）、歯科調剤の合計医療費の推移 】                              単位： 円 

 年度 
被保険者数

（人） 
外来医療費 入院医療費 歯科医療費 調剤医療費 合計 

１人当たり 

平均医療費 

H30 14,166 1,075,157,500 757,028,910 308,352,970 435,778,270 2,576,317,650 181,866  

Ｒ1 14,322 1,081,475,620 791,722,780 312,634,840 447,976,170 2,633,809,410 183,900  

Ｒ2 14,392 1,014,396,530 746,821,350 319,025,400 436,283,950 2,516,527,230 174,856  

Ｒ3 14,292 1,117,024,750 807,177,740 331,238,180 453,318,050 2,708,758,720 189,530  

Ｒ4 13,659 1,197,580,710 741,728,970 327,074,550 455,503,690 2,721,887,920 199,274  

    以上国保データシステム（ＫＤＢ）健康スコアリングより抜粋。なお、被保険者数は、被保険者構成のまずを基準とし、一人当たり平均医療費を算出した。 

 

 

⑵   外来における疾病別医療費分析 

 Ｒ4年度の外来医療費では、悪性新生物（がん）が最も高く 14.3％、次いで呼吸器系疾患 

が 14.1％を占めている。糖尿病や脂質異常症などの内分泌・代謝異常は 11.1％、高血 

圧症を含む循環器疾患は 9.4％となっている。 

 

 

※入院と外来を合わせた右の図表から見ると、 

糖尿病、関節疾患、高血圧…となり、生活習慣病の割合が高い状態である。 
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国保データシステム（ＫＤＢ）  Ｒ4年度医療費分析、大・中・細小分類より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  Ｒ4年医療費分析（2）大、中、細小分類を抜粋 

 

 

⑶   入院における疾病別医療費分析 

 Ｒ4年度の外来医療費では、悪性新生物（がん）が最も高く 22.5％、次いで循環器系疾患が 18.2％を占めている。糖尿病や

脂質異常症などの内分泌・代謝異常は 11.1％、高血圧症を含む循環器疾患は 9.4％となっている 

次頁の細小分類をみると 1保険者当たり医療費の入院では、不整脈、関節疾患、骨折の順に多く、1保険者当たり医療費

外来では、糖尿病、高血圧症、関節疾患と高い順に続く。  
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国保データシステム（ＫＤＢ）  Ｒ4年医療費分析（1）大、中、細小分類を抜粋 

 

 

 

⑷   生活習慣病における医療費分析 

 被保険者全体における生活習慣病対象者割合は、R4年度では 2733人、被保険者数全体の 20.2％だった。過去 5年の推

移をみると、20％前後で推移しており横ばいの状態である。 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  Ｒ4年度同規模保険者比較によるデータを抜粋 

年度 被保険者数

（人） 

生活習慣病保

有者数（人） 

生活習慣病保

有者率（％） 

人工透析者

数（人） 

人工透析者率

（％） 

H30 14,166 2848 20 11 0.1  

R1 14,322 2770 20 11 0.1  

R2 14,392 3053 19.7 9 0.1  

R3 14,292 2995 20.4 8 0.1  

R4 13,659 2733 20.2 5 0.0  
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人工透析者数も、H30年度から R4年度まで、11人から 5人と半減しているが、年齢層をみると半数が 40歳未満の被保険

者であった。 

生活習慣病の入院療養点数の外来療養点数とも一番高い疾患は、新生物（がん）についで筋・骨格系だった。さらに詳しくみ

てみると、入院は精神疾患や脳血管疾患や心疾患、外来は糖尿病や高血圧、脂質異常症の生活習慣病が次いで多くみられ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国保データシステム（ＫＤＢ 医療費分析（1）細小分析より抜粋 

19

19.5

20

20.5

2400

2600

2800

3000

3200

H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

医療費と生活習慣病の割合

生活習慣病保有者数 生活習慣病保有者率
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⑷    生活習慣病に係る分析 

 被保険者全体における生活習慣病対象者割合は 20.0％であり、50歳代から上昇し、50歳代で 29.6％、60～64歳代で

43.1％、65歳以降では 50％を超える。糖尿病では 65歳より 30％以上、高血圧症では 40歳代で 30％以上、脂質異常症で

は 50 歳代で 40％以上となり、特に高血圧症と脂質異常症ではとも 60～65歳以降では 50％を超える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  脳血管疾患のレセプトより抜粋 

 

⑸    中長期目標に係る疾患の分析（脳血管疾患・虚血性心疾患・人工透析） 

 

  ① 脳血管疾患の状況 

  過去 5年間における脳血管疾患の医療費はＲ1年度に 149,927,870円と増加したのち、Ｒ2年度より増減を繰り返しながら

減少し、Ｒ4年度は 104,324,780円となった。受療日はＲ2～4年度間は 2.1～2.2％と横ばいで推移している。 

 

国保連データバンクシステムレセプト分析による 

 

脳血管疾患の発症割合は全体で 1.1％であり、40歳代から発症割合が上昇しはじめ、70歳を過ぎるころには 6.7％と増加す

る。生活習慣病の中で、高血圧症と脂質異常症が重なり合わせてすでに発症している傾向であり、虚血性心疾患と合わせて発

症する割合が 60歳代以降から全体割合の 20％越えとなっている。 

 

 

脳血管疾患の医療費と受療率 
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【脳血管疾患のレセプト分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  脳血管疾患のレセプトより抜粋 

 

  ② 虚血性心疾患の状況 

  過去 5 年間における虚血性心疾患の医療費はＲ1 年度に 244,591,510 円上昇したのち、Ｒ2 年度以降は 200,000,000 円

を割り込み、Ｒ4 年度最も低い 142,054,780 円となった。受療率割合も、3.0％前後で横ばいに推移していたが、Ｒ4 年度では

2.7％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保連データバンクシステムレセプト分析による 

 

虚血性心疾患の発症割合は全体で 1.4％であり、脳血管疾患と合わせて発症している割合が１2.2％あった。50歳代から糖

尿病と合わせて発症していること、血圧や脂質異常症の重なりでは 40歳代から発症し年齢を追うごとに増加する傾向であった。

生活習慣病の中で、糖尿病では 50歳代から 40％、高血圧症と脂質異常症が 40歳代から合わせてすでに発症し、どちらとも

70％以上の割合で発症している。 

 

  

虚血性心疾患の医療費と受療率 
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【虚血性心疾患のレセプト分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  虚血性心疾患のレセプトより抜粋 

 

 ③ 人工透析の状況 

人工透析者数も、H30年度から R4年度まで、11人から 5人と半減しているが、年齢層をみると半数が 40歳未満の被保険

者であった。発症率は 70歳以降で 0.4％となっている。 

 5人の人工透析者数の中で 50歳代が 1人、70歳代以上で 2人が、生活習慣病を発症している。（医療費の推移はここで

は割愛。） 

    【人工透析のレセプト分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  人工透析のレセプト分析より抜粋 
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⑹    短期目標に係る疾患の分析（糖尿病・高血圧症・脂質異常症） 

 

① 糖尿病の状況 

過去 5年間における糖尿病の医療費はＲ2年度に 432,681,090 円と増加したが、Ｒ4年度の医療費は 400,000,000円を割

り込む形となり、379,897,350円となった。受療率割合も過去 5年間はほぼ横ばい、Ｒ2年度の 8.3％を境に 8.0％と低下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保連データバンクシステムレセプト分析による 

 

糖尿病の発症割合は全体で 4.6％であり、糖尿病による合併症となる糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、神経障害の割合

をそれぞれ見ると 10％を切っている。脳血管疾患、虚血性心疾患の併発の平均割合では、脳血管疾患は 6.4％、虚血性心疾

患では 60歳代から 10％を超え、平均割合 12.7％となっている。 

高血圧症、脂質異常症の重なりはどちらとも 40 歳代から 50％を超えており高血圧症では平均割合 66.1％、脂質異常症で

は 66.5％となっている。これらの要因が大血管障害も合併し、増加しているものと思われる。 

 

【糖尿病のレセプト分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ）  糖尿病のレセプト分析より抜粋 

 

糖尿病の医療費と受療率 
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② 高血圧症の状況 

過去 5 年間における高血圧症の医療費はＲ3 年度に 667,699,990 円と上昇したのち、Ｒ4 年度医療費は 603,601,980 円と

なった。受療率割合も全体的に 15％台の横ばいであるが、Ｒ3 年度を境に 15.9％と上昇したのちＲ4 年度では 15.4％と低下し

た。 

国保連データバンクシステムレセプト分析による 

 

高血圧症の発症割合は全体で 9.8％であり、40歳代では 5.4％と増えはじめ、60歳代で 26.0％、65歳以降では 30％を超

えている。糖尿病と合併して発症している割合は 50歳代から 30％を超え、65～69歳では 33.3％、70歳以降では 36.6％とな

っている。 

糖尿病や脂質異常症の重なりでは 30歳代から出始め、５0歳代から 30％を超え全体割合として、糖尿病では 31.2％、脂

質異常症では 53.1％となっている。この要因が大血管障害も徐々に増えているものと思われる。65歳以降の大血管疾患では、

脳血管疾患とあわせて発症して割合は 65歳以降から 10％を超えの 11.3％、平均では 8.4％、虚血性心疾患とあわせて発症

して割合は 60代から 10％を超え、平均で 11.4％となっている。 

 

【高血圧のレセプト分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ） 高血圧のレセプト分析より抜粋 

高血圧症の医療費と受療率 
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③ 脂質異常症の状況 

過去 5年間における脂質異常症の医療費は増減を繰り返しながら、Ｒ3年度に 458,746,760 円と上昇したが、Ｒ4年度医

療費は 432,643,340円となった。受療率割合もＨ30年度は 12.9％であったが、徐々に 13.0％上昇したのち、Ｒ4年度では

13.3％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保連データバンクシステムレセプト分析による 

 

脂質異常症の平均割合は全体で 8.0％であり、糖尿病や高血圧症と比較すると若年者からの発症が目立っている。年代別

では 60歳以降よりで 21.3％を超え、70歳以降では 30％を超えの 32.6％となっている。糖尿病と合併している割合は 50歳代

から 113人の 40.6％と増えはじめ、70 歳代以降では 42.6％となり全体の平均割合では 38.4％なっている。また高血圧症と合

併している割合は 30歳代から 30％を超え、40歳代では 48.6％、50歳代以降では 50％を超えてくる結果となり、心疾患の要

因の一つと考えられる結果となった。 

 

【脂質異常症のレセプト分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ） 脂質異常症のレセプト分析より抜粋 

 

脂質異常症の医療費と受療率 
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⑺    特定健康診査・特定保健指導に係る分析 

 

過去５年の特定健診・特定保健指導・メタボリックシンドロームの推移 

 

① 特定健診 

 受診者数は、Ｒ元年度の 4441人を境に減少しているが、対象者も減少しているため健診受診率は、この５年間で 62～63％

台を維持している。Ｒ2年度は、コロナ禍の影響もあり受診率が 60％台であった。 

 

② 特定保健指導 

 対象者数はＲ元年度を境に減少しＲ4年度では 623人、実施者数はＨ30年度からＲ4年までに 114人増加し、Ｒ4年度の

実施者数では 240人となった。実施率も、Ｈ30年度より 17.5 ポイント上昇しＲ4年度は 38.5％となった。 

 

③ メタボリックシンドロームの状況 

 該当者・予備群該当者ともＲ3年度は 25.0以下に減少したが、Ｒ4年度は再び増加の 27.8％となった。 

 

④ 健診による有所見者割合 （図は次頁参照） 

Ｒ4年度の健診結果における有所見者割合は、男女とも「摂取エネルギーの過剰」となるＢＭＩ，ＡＬＴ（ＧＰＴ）が、県平均を上

回る。とくにＡＬＴ（ＧＴＰ）の有所見者は、男性では 40歳以降から 27.5％、女性では 50～60歳代から 14.3％と著明に県平均

を上回る。 

肥満度の指標でもあるＢＭＩ（身長体重比）も、男性が 33.0％女性で 22.3％と全体で 33.4％の割合で県平均を上回る。しか

し腹囲では男女とも全体で 25.3％と、県平均を下回る結果となった。 

「血管を傷つける」指標となる随時血糖 7.3％と拡張期血圧 32.6％と県平均をそれぞれ上回り、拡張期血圧に至っては男性

では 40歳代以降から、女性では 50歳代以降から有所見者割合が増加している。なお随時血糖では、男性では 50歳代か

ら、女性では 70歳以降から県平均を上回る。 

収縮期血圧では、総数割合では県平均を下回るが、60歳代以降から徐々に県平均を上回り、男性では 50歳代以降から

女性では 60歳代以降から 50％を超える割合となっている。 

「臓器障害」の心電図検査では、全体で 38.3％の有所見者がみられ、県平均の 2倍となっている。男女とも 40歳代から心電

図の有所見者がみられ、性別、年代問わず県平均を上回る結果となった。 

  

 

 

 

 

 

年
度 

①特定健診 ②特定保健指導 ③メタボリックシンドローム 

対象者

数(人) 

受診者

数(人) 

受診率(％) 対象者数(人) 
実施者

数(人) 

実施率

(％) 

割合(％) 

総計 男 女 
積極的 

支援 

動機づけ 

支援 
総計 該当者 

予備軍

該当者 
総計 

Ｒ4 6765 4224 62.4 67.6 52.2 342 281 623 240 38.5 15 12.8 27.8 

Ｒ3 7026 4372 62.2 67.8 51.6 325 285 610 185 30.3 11.5 11.3 22.8 

Ｒ2 7056 4263 60.4 65.3 51.3 322 310 632 163 25.8 15.3 13 28.3 

Ｒ元 6946 4441 63.9 70.1 53.6 326 321 647 137 21.2 13.5 12.9 26.4 

Ｈ30 6895 4359 63.2 69.2 52.6 316 284 600 126 21 15.2 11.1 26.3 
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国保データシステム（ＫＤＢ） 健診有所見者状況 Ｒ4 年より抜粋 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保データシステム（ＫＤＢ） 健診有所見者状況 Ｒ4 年度より抜粋 
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第 3章   健康課題の抽出と保健事業の実施内容 

 

1.  第 2期計画に係る評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   健康や医療に関する課題 

・ 健診結果の有所見者が生活習慣病に起因している項目がある。 … ＢＭＩ，肝機能（特にＡＬＴ），血圧、心電図 

・ 医療費においては生活習慣病の割合は 2割と低いものの、若年者の罹患者も多い現状であること。 

・ 新生物（がん）や、職業病の特有である呼吸器系疾患や内分泌（糖尿病）や血圧などが重なり合い虚血性心疾患など

重症化しやすい疾患を招いていること。 

・ 保健指導率は健診時に保健師等の専門職を配置している状況より実施率が上昇したが、健診受診率が 62～63％台

を推移し横ばいであること。 

 

3.   健康課題と評価指標・目標値    （※項目Ｃ・Ｄ・Ｅの策定時の数値はＲ3年の結果の解析を使用） 

 

  ○： 評価できている 、 △： 横ばい 、 ✕： 評価できない 
     

健康課題 事業目的 評価指標 
評価年度 

評価 
Ｈ30 Ｒ4 

特定健康診査 

メタボリックシンドロームに伴う生活

習慣病の予防と特定健診受診

率の向上 

特定健診受診率 63.2 62.4 △ 

特定保健指導 
メタボリックシンドロームに伴う生活

習慣病の予防及び減少 

特定保健指導実施率 

メタボ該当者・予備群の減少 

特定保健指導該当者の減少率 

21.0 

25.0 

26.0 

38.5 

27.6 

29.6 

○ 

生活習慣病等の重症

化予防 

高血圧症・糖尿病・腎機能低下

の重症化予防 

医療機関受診勧奨実施率 

次年度の健診受診率 

- 

80.0 

41.6 

80.6 
○ 

健康づくり事業 
組合員の自主的な予防と健康づ

くり推進 

禁煙支援 

アプリによる食生活改善支援 

健康運動教室 

メンタルヘルス 

未実施 実施 ○ 

適性受診・適正服薬の

推進 
医療費の適正化 重複多剤服用者の減少 実施 実施 ○ 

項目 健康課題 中目的 評価指標 

策定

時 
目標値 

Ｒ4 
中間 

R8 

最終

R11 

A 
特定健診受診率の 

向上 

メタボリックシンドロームに伴う

生活習慣病の予防 

特定健診受診率 62.4  65 70 

B 
特定保健指導 

実施率の向上 

特定保健指導利用率 48.6  60 60 

特定保健指導実施率 38.5  45 45 

特定保健指導による特定保健指導

対象者の減少率 
29.6  30 30 

Ｃ
・Ｄ
・Ｅ 

生活習慣病の重症化

予防 

糖尿病の重症化予防 
HbA1c8.0 以上の者の割合 1.1% 

1％
台 

1％
台 

高血糖医療機関未受診者割合 18.6% 
18％ 
以下 

18％ 
以下 

高血圧症の重症化予防 
収縮期血圧維持・改善者割合 47.8% 50% 50% 

収縮期血圧維持・改善者割合 47.3% 50% 50% 

腎機能低下の重症化予防 ＣＫＤ重症度分類の変化 94.4% 
90％ 
以上 

90％ 
以上 

F 医療費の適正化 重複多剤服用者の減少 

重複投与者数（対被保険者 1 万人） 実施 実施 実施 

多剤投与者数（対被保険者 1 万人） 実施 実施 実施 
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第 3 期データヘルス計画より、岐阜県内の市町村で活用されている共通評価指標を導入した。共通評価指標が設定される

ことで、指標の経年的な動向を知ることができ保健事業を行う上での評価が容易になった。 

  

 

4.   問題を解決するための個別の保健事業 

  
 

健康課題 事業概要 

1 特定健康診査事業 

40～74 歳の組合員を対象に特定健康診査を実施する。 

過年度における健康診査の受診情報等を分析し、特定健康診査未受診者

に受診勧奨実施する。 

2 特定保健指導事業 
特定健康診査の結果、保健指導判定値以上と判定された対象者に、結果

説明および特定保健指導を実施する。 

3 
生活習慣病等の重症化予防 

事業 

特定健康診査の結果や医療機関受診状況から、重症化リスクが高い対象者

を抽出し、保健師等の専門職による医療機関の受診勧奨や保健指導を実

施する。 

4 

受診勧奨値を超えた対象者への

支援 

（若年者への重症化予防） 

特定健診を含む健診結果から、受診判定値を超えている対象者に、医療機

関への受診勧奨を実施する。また、４０歳以下の若年者に対しても、医療機

関への受診勧奨や専門職による保健指導を実施する。 

5 健康づくり事業 組合員の自主的な予防と健康づくり推進する。 

6 医療費の適正化事業 
重複受診・重複多剤対象者の働きかけ、後発薬品差額通知の送付 

医療費通知の送付を実施する 
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第 4章   特定健康診査・特定保健指導の実施計画 

 

1.   目標値 

 国の示した市町村・国保組合全体の目標値は、特定健診・特定保健指導ともにＲ5度時点で 70％となっていますが、第 3

期計画中の国保組合の実績や実施率向上に向けた取り組みもふまえ、実施率の目標値を以下のように設定しました。 

特定健診･特定保健指導のこれまでの実施率や、各種啓発活動や受診勧奨の取り組みをふまえ算出しました。 

 

＜年次別目標＞ 

年度 Ｒ6 年度 Ｒ7 年度 Ｒ8 年度 Ｒ9 年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 

特定健診受診率 65％ 65％ 65％ 70％ 70％ 70％ 

特定保健指導実施率 45％以上 45％以上 45％以上 45％以上 45％以上 45％以上 

 

 

2.   対象者数推計 

 

① 特定健診対象者数 

 H30 年～Ｒ4年の平均対象者数 6,938人として、5年間の平均伸び率からの算定、見込み受診者数から目標受診率を乗じ

て算出すると、特定健診の対象者と対象者見込み数は次の通りになります。 

    

  

 

 

 

 

② 特定保健指導対象者数 

 H30 年～Ｒ4年度の特定健診の結果をもとに設定した、当組合の特定保健指導の出現率は、平均して 14.4％になります。こ

の出現率をもとに各年度の特定健診対象者に乗じた数、および受診者見込み数に各年度の目標実施率をそれぞれ乗じると、

特定保健指導実施見込み数は次のようになります。 

※出現率（特定健診受診者のうち、情報提供、動機づけ支援、積極的支援に階層化される対象者の割合） 

 

 

 

 

 

3.   特定健診の実施方法 

国保組合では、各地域(総支部)に出向いて行う巡回健診(以下、出張健診とする)、県内の居住地域の医療機関に受診す

る健康診断、国保組合が独自で指定した医療機関で行う健康診断を実施しています。 

対象年齢や実施項目は次の通りになります。 

 

 

 

 

 

 

＜特定健診実施見込み数（目標値：人）＞   全国の特定健診受診率 目標値：70％以上 

年度 Ｒ6 年度 Ｒ7 年度 Ｒ8 年度 Ｒ9 年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 

対象者数 6917 6896 6876 6855 6835 6814 

受診者数 4842 4828 4813 4799 4784 4770 

65％で設定した

場合の受診者数 
4496 4483 4469 4456 4442 4429 

＜特定保健指導実施見込み数（目標値：人）＞    全国の特定保健指導実施率 目標値：45％以上 

年度 Ｒ6 年度 Ｒ7 年度 Ｒ8 年度 Ｒ9 年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 

対象者数 697 695 693 691 689 687 

実施者数 314 313 312 311 310 309 

出張による集団検診      

(出張健診) 

建設国保の組合員とその被扶養者が対象 

総支部で行う出張健診で（検診車による巡回健診）または特定健診を受診。 

指定医療機関による健康診断 
建設国保の組合員とその被扶養者が対象 

国保組合が指定した医療機関で健診を受診。 

受診券を利用した特定健診 
(岐阜県内、集合契約機関での健診) 

法人(適用除外者を除く)40～74 歳の組合員とその被扶養者が対象 

岐阜県内にて契約を結んだ、医療機関で特定健診を受診。 
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① 実施時期 

おおむねその年度内。ただし、集合契約受診の場合は 4月から国保組合が指定する月末までの有効期間。 

 

② 健診項目と対象年齢 

通常、40～74歳までの被保険者が対象となりますが、出張健診は加入中の全組合員本人および 18歳以上の家族が受診

となり、特定保健指導に移行する前に若年者への疾病と生活習慣病の早期発見・早期予防の観点から受診できる体制をとっ

ていきます。 

出張健診以外で、県内の医療機関(以下集合契約とする)で受診し行う場合は、特定健診・特定保健指導で定められた対

象年齢で「標準的な健診・保健指導プログラム」第 2編第 2章に記載されている健診項目(下表のとおり)とし、詳細内容も一

律実施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定健診項目を基準とした岐阜県建設国保の各健診の違い】 
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特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4 .1 版）より抜粋 

 

③ 実施場所及び受診方法 

それぞれの健診形態で次の通りになります。 ※Ｒ６．３月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張健診の場合は、指定された日時･場所に本人の希望を募り受診します。集合契約の場合は実施期間内に、受診券と

健康保険証を医療機関等の窓口に提示して受診します。 

 

④ 階層化判定及び結果の通知 

階層化判定は、出張健診は委託健診機関と国保組合（直営）で行い、それ以外の受診時はデータ入力後、国保連の「特

定健診データ管理システム」にて階層化を行い、いずれもその後は国保組合を通して受診者へ結果を通知します。 

 

⑤ 外部契約の契約形態 

出張健診は、一財）ききょうの丘健診プラザに委託、集合契約は B の契約形態をとり、県内の医師会とその医療機関に委託

して実施します。 

 

⑥ 事業主健診等受診時の健診データの取り扱い 

出張健診は、受診前に本人の同意を得た上でデータを一括で受領し保管、出張健診以外の方法で事業主健診（パート・ア

ルバイト先での健診も含む）を受けた場合は、受診者本人が質問票と特定健診項目が記載された健診結果（またはその写し）

を、各地域総支部事務所を通して国保組合へ提出、その後随時処理し法定年月まで保管します。 

 

⑦ わかりやすい情報提供の実施 

 生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行することが多いため、出張健診または集合契約で健診を受診した組合員全

 実施場所 受診方法 

出張による集団検

診(出張健診)     
各総支部の設定会場（巡回健診） 

国保だより等に掲載された各総支部で申し込

みを行う。 

総支部ごとの実施日・実施場所で受診 

受診券を利用した

特定健診 
(県内集合契約機関で

の健診) 

岐阜県内にて契約を結んだ医療機関 
主に県内、かかりつけ医での受診。質問票と

健康保険証を持参して、特定健診実施期間中

に受診。 

指定医療機関によ

る健康診断 

 

・岐阜市民病院・朝日大学病院総合健診センター 

・山内ホスピタル・操健康クリニック・みどり病院  

・一般社団法人ぎふ総合健診センター    

・サンライズクリニック・岐北厚生病院 

・大垣市民病院・大垣徳洲会病院  

・一財）岐阜健康管理センター大垣健診プラザ 

・西美濃厚生病院・西濃厚生病院・博愛会病院 

・土岐市総合病院・東濃厚生病院・中津川市民病院 

・市立恵那病院・中濃厚生病院 

・中部国際医療センター・岐阜健康管理センター 

・JCHO)可児とうのう病院・下呂市立金山病院 

・岐阜県立下呂温泉病院 

・久美愛厚生病院・飛騨市民病院 

左記の指定医療機関または健診機関で本人の

希望日・希望日時に予約して年度内に受診。

受診後、結果を提出。 
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員に、個々の検査データに関する重症度の評価を含めた健診結果やそのほか必要な情報を国保組合が発行し、生活習慣改

善のパンフレットと合わせて送付、情報提供を行っていきます。 

 

 

4.   特定保健指導（動機付け支援・積極的支援）の実施 

 

① 特定健診から特定保健指導への流れ 

 出張健診や集合契約の場合でも、対象者はまず(特定健診を含む)健康診断を受診します。その後、健診結果に基づき階層

化を判定し、受診者を「情報提供レベル」、特定保健指導が必要となる「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」に区分し

ます（階層化）。 

 階層化により「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」にあると判定された受診者は、特定保健指導の対象となります。階

層化の基準は下記のようになります。 

 

② 階層化判定後の対象の選定、および保健指導の内容 

 健診当日に腹囲・血圧・BMI・喫煙歴の有無などから階層化を行い、特定保健指導に該当が見込まれる方には健診当日、

可能な範囲で初回面談を行います。後日、結果がすべてそろってから総合的な判断を行ったうえで、専門職が本人に面談または

通信・電話等を用いて相談しつつ当該計画を完成する方法をとり、下記のア.～ウ.に繋げます。 

      

国が示す基準     第２期より変更がなく以下の通り 

                                                     標準的な健診・保健指導プログラム「令和 6 年版」より抜粋 

 

国保組合における、巡回(特定)保健指導選定の基準 

・ 階層化結果で「積極的支援」・「動機付け支援」対象 

・ 薬剤服薬者を除く、メタボリックシンドローム該当者、予備群該当者 

・ メタボリックシンドローム該当者・非該当者を問わず、血液検査のほか尿検査・心電図検査等に異常が見られたもの(ただ

し、早急に医療が必要と思われるものは重症化予防とし実施する) 

・ 個々の健診結果の経年的な比較で、著しく日常生活の改善が必要と思われるもの 

※第４期より下表のとおり変更点が生じるので、これに準じて運用します。 
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第４期かからの変更点 

特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4 .1 版）より抜粋 

ア．動機づけ支援 

 生活習慣改善のための取り組みに係る動機づけを支援します。 

20分以上の個別面接支援にて実施し、行動目標・行動計画の作成を行います。 

目標設定からおおむね 3 か月以上経過後に、通信や面談等を利用して評価します。 

  

イ．積極的支援 

  生活習慣改善のため、主体的な取り組みに資する適切な支援を、相当期間継続して行います。 

初回は 20分以上の個別面接支援にて実施し、行動目標・行動計画の作成を行います。3か月以上の継続的な支援を行

い、目標設定からおおむね 3か月以上経過後に、通信や面談等を利用して評価します。 

3 か月以上の継続的な支援の具体的内容はアウトカム評価とプロセス評価を合計とし、180 ポイント以上の支援を実施するこ

とを条件とします。 

ただし、2年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、1年目に比べ 2年目の状態が改善している者については、動機付

け支援相当の支援として 180 ポイント未満でも特定保健指導を実施したこととなります。継続的な支援は個別支援 、グループ

支援、電話、電子メール等のいずれか、若しくはいくつかを組み合わせて行います。 

 

ウ．情報提供者の取り扱い 

 健診実施方法で先述した「⑦ わかりやすい情報提供の実施」のとおり、全員に実施し、医療機関受診が必要な組合員に対
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しては、重症化予防の「⑶ 受診勧奨値を超えた対象者への支援の取り組み」を行っていきます。 

 

③ 実施時期 

年間を通して実施します。 

 

④ 実施場所 

 基本的に出張健診で受診した特定保健指導該当者は、外部委託の一財）ききょうの丘健診プラザが指定する方法と場所で

実施する方法と、必要に応じて国保組合（直営）で実施する方法の２通りで実施します。 

 

⑤ 外部委託の契約形態 

出張健診を受診した特定保健指導該当者は、原則、一財）ききょうの丘健診プラザへ委託します。該当者かつ、軽度者と思

われる対象者については、国保組合（直営）で文書や電話などの支援、必要に応じ対面での指導を行います。 
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5.   健診項目の保健指導判定値および受診勧奨判定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4 .1 版）より抜粋 
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6.  重症化予防への取り組み 

 

⑴ 基本的な考え方 

 生活習慣病の重症化予防として、出張健診や特定健診受診者のレセプト情報を活用し委託先の一財）ききょうの丘健診プラ

ザと国保組合、医療機関等が連携して取り組みます。 

 

⑵ ハイリスク支援 

 ① 対象者の選定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この項目から、2 つ以上該当した方を優先に支援 

※ 健診当日に血圧の基準に該当した方には、服薬歴確認後に早期の受診勧奨を実施 

 

 ② 実施方法 

国保組合が対象者を抽出します。対象者名簿は委託先の、一財）ききょうの丘健診プラザへ送付し、特定保健指導対象者

（積極的支援・動機付け支援）に重複している対象者は、委託において受診勧奨と生活支援を保健師等の専門職による電話

支援を行います。 

 

⑶ 受診勧奨値を超えた対象者への支援（若年者の重症化予防） 

健診当日に、血圧測定値が受診勧奨値に該当した方には、服薬歴確認後に早期の受診勧奨を実施します。結果データ受

領後は、国保組合で有所見者及び対象者を抽出し、①の選定基準が 1 つ以上該当した場合は医療機関の受診歴を確認し

たうえで、受診勧奨を実施します。特定健診以外、がん検診（胸部レントゲン、便潜血等）において、健診担当医による有所見

がみられ、精密検査指示が出た方にも受診勧奨を行います。 

また、40歳未満での特定保健指導判定に重複して、特定保健指導対象者（積極的支援・動機付け支援に該当）した組合

員にも、委託における受診勧奨と生活支援として、保健師等の専門職による電話支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 判定値 

血圧 
服薬歴なし、収縮期血圧 160 ㎜Ｈｇ以上 

または拡張期血圧 100 ㎜Ｈｇ以上 

糖代謝 服薬歴なし、ＨｂＡ１ｃ6.5 以上 

脂質 服薬歴なし、ＬＤＬコレステロール 180 ㎜/㎗以上 

肝機能 ＡＳＴまたはＡＬＴ51 以上、γ-ＧＴ100 以上 

腎機能 尿蛋白の有無かかわらず、ＧＦＲ45 未満 

尿酸 9.0 ㎜/㎗以上 
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第 5章  その他 

1. データヘルス計画の評価・見直し 

ア．個別の保健事業の評価・見直し 

・個別の保健事業の評価は年度ごとに行い、計画策定時に設定した保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の

達成状況を確認する。なお、そのためにも対象者、事業実施者などの名簿を保管し、KDB を活用して評価していく。・事業の評

価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮する。 

・目標の達成状況が想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目標を達成できなか

った原因や事業の必要性等を検討して、次年度の保健事業の実施やデータヘルス計画の見直しに反映させる。 

イ．データヘルス計画全体の評価・見直し 

①評価の時期・設定した評価指標に基づき、中間時点等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行う。 

②評価方法・体制・計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウトカム（成果）指標

を中心とした評価指標による評価を行う。・評価にあたり、市町村国保における保健事業の評価を後期広域連合と共有しなが

ら、県国保課、国保連合会とともに令和８年度に中間評価、令和１１年度に最終評価を行う。 

 

2. データヘルス計画の公表・周知 

計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとすることが重要であり、このため、国指針において、公表

するものとされている。具体的な方策としては、ホームページや広報誌を通じた周知のほか、県、国保連合会、保健医療関係者

経由で医療機関等に周知し、配布する。これらの公表・配布に当たっては、被保険者、保健医療関係者の理解を促進するため、

計画の要旨等をまとめた簡易版を策定する等の工夫が必要である。また、県は保険者から計画を収集し、保険者が計画を掲

載したリンクを収集し、その一覧を県のホームページに掲載する。 

 

3. 個人情報の取扱い 

計画の策定に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたり、健診結果やレセプトデータ情報を突合し加工

する等による統計情報と、個別の個人情報とが存在するが、健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的には個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）に定める要配慮個人情報に該当するため、

他の個人情報よりも慎重に取り扱う。また、庁内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面においても、その保有

する個人情報の適切な取扱いが個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラインに基づき、確保されるよう措置を講じる。な

お、個人情報の取り扱いについては、以下のガイドラインを参照し、個人情報の保護に努め、事業の運営にあたる。※「個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」（令和４年１月（令和４年９月一部改正）個人情報保護委員

会） 
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岐阜県共通様式抜粋  第３期データヘルス計画全体シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅲ　計画全体

※　Ｃ～Ｅの「⑧計画策定時実績」数値は、Ｒ3年の結果を解析し使用

F 重複多剤服用者の減少

重複投与者数（対被保険者1万人）

多剤投与者数（対被保険者1万人）

実施 実施 実施

実施 実施 実施

保険者の健康課題 被保険者の健康に関する課題 データヘルス計画全体における目的 大目的
健康寿命を延伸させる
医療費を適正化する

①課題
項目

②健康課題
③優先する
健康課題

④対応する
保健事業番号

⑤
項目
（＝①） R11

中目的 ⑦評価指標

⑧計画
策定
時実績

⑨目標値

R4 R6 R7 R8 R9 R10

A

A
・
B

メタボ等の生活習慣病の予防

特定健診受診率 62.4 65

B

特定保健指導実施率 38.5 45

1・2

特定健診・
特定保健指
導受診率の

向上

建設業中心の組合員からなる当国保は、悪性新生物のほかに作業中のけがなどの筋骨

格系の整形疾患、職業に関連した呼吸器系疾患が上位を占める。生活習慣改善で防げ

る疾患も多く、第3期のデータヘルスにもそれらが個人自ら予防できるように掲げていきた

い。

「自らの健康を自身で守る」の根幹となる特定健診受診率は、過去5年で62～３％台とほ

ぼ横ばい状態を維持する。ただ対象者数と受診者数がR4年では減少に転じ、受診率とし

ては前年同様に維持ている状態である。受診率向上の一環としても受診者数を一定数維

持していくことも展開する必要がある。

また健診の質問票の内容では、喫煙・エネルギー過多による肥満は、県内でもワースト

での上位をしめる。メタボリックシンドローム該当者の減少や保健指導を通しての組合員

の生活習慣の改善は重要である。継続した健診の機会を利用した保健指導を中心とし、

健診結果の情報提供を通しての2つの目的で、健診後の状態が自身で確認・理解がで

き、生活習慣病罹患予防のための健康行動が通年で維持することができるよう体制を整

えていく。

65 65 67 70 70

特定保健指導利用率 48.3 60 60 60 60 60 60

45

特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 29.6 25 30 30 30 30 30

45 45 45 45

C

当国保の外来レセプトでは、新生物や呼吸器系疾患のほかに糖尿病などの内分泌系疾

患も目立ち、それが原因となるがんや心疾患に結びついている、長期入院は心疾患によ

る高額医療や脳血管疾患から寝たきり、認知症に進むケースがみられた。しかし、一人

当たりの医療費や糖尿病自体の医療費は少ない上に、特定健診でも血糖リスクを有す

る割合は県内でも低い状態を維持している。、引き続き健診を通した重症化予防を展開

し、医療費抑制に寄与したい。

循環器病重
症化予防・
糖尿病

3 C 糖尿病の重症化予防

HbA1c8.0以上の者の割合

循環器病重
症化予防・
高血圧症

4 D 高血圧症の重症化予防

収縮期血圧維持・改善者割合

収縮期血圧維持・改善者割合

Ｅ

Ｒ4年度の人工透析者数は9名、過去5年も10人前後を推移し、県内では透析にかかる医

療費も低い状態が保たれる。しかし若年から透析に移行するケースもみられ、背景には

肥満、メタボリックから血圧や尿酸値が上昇し腎機能に影響をきたしているケースも、ごく

少数ながら存在した。第2期からのデータヘルスに引き続き透析患者抑制のためにも重

症化予防を展開する

循環器病重
症化予防・
腎機能低下

5

50%

90％
以上

ＣＫＤ重症度分類の変化 94.4%
90％
以上

D

当国保では高血圧を有する者の割合が生活習慣病の内訳の中では最も高い状態でｓ

る。高額レセプトはがんや心疾患、長期入院は少数ではあるが脳血管疾患から寝たき

り、認知症に進むケースがみられた。高血圧症罹患者の抑制としては、健診受診を軸と

した重症化予防を展開する。早期に個々へ健診を通した働きかけとして、健診当日の値

を参考にしながら健診結果と総合的に判断した受診勧奨、必要な方には保健指導を行い

個人への生活習慣改善と健康行動に寄与したい。

50%

47.3% 50%50%

90%
以上Ｅ

47.8% 50%50% 50%

50%

90%
以上

50%

7

5

6

2

3

⑩事業
番号

1

⑫重点・
優先度

◎

◎

○

○

○

○

⑪事業名称

特定健康診査受診勧奨事業

特定保健指導

糖尿病の重症化予防事業

腎機能低下の重症化予防予防事業

適正受診・適正服薬

健診有所見者に対する精密検査・医療機関への受診勧奨と重症化予防

4

1％台

高血糖医療機関未受診者割合 18.6%
18％
以下

18％
以下

1.1% 1％台1％台

18％
以下

1％台

18％
以下

1％台 1％台

18％
以下

18％
以下

50%

50% 50%

90%
以上

90%
以上

高血圧の重症化予防事業 ◎

腎機能低下の重症化予防

実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施


